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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　患者を直立した座位から仰臥位置まで移動させることのできる、患者用椅子の背もたれ
であって、
　前面、裏面、頂部、底部、第1および第2の外側面、該頂部に隣接する領域から長手方向
に、該底部に隣接する領域まで延びている中央部、ならびに該中央部から横方向外側に該
第1および第2の外側面まで延びており、かつ力をかけないときは共通の平面にある両側部
を有する背もたれシェルと、
　該背もたれシェルの面を覆うクッションと
を含み、背もたれシェルの底部に隣接する領域が谷状部を規定し、該共通の平面が該谷状
部の前方に配置され、かつ、椅子が仰臥位置にある場合に、該両側部が、該共通の平面に
対し垂直の方向にそらせることが可能であることによって、大きさの異なる少なくとも患
者の腕を弾性的に支持する
背もたれ。
【請求項２】
　中央部が、患者の脊椎に整合するなだらかなS字形に形成される、請求項1記載の背もた
れ。
【請求項３】
　中央部が剛性であり、複数の剛性リブを含む、請求項1記載の背もたれ。
【請求項４】
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　リブが背もたれシェルの長手方向に延びている、請求項３記載の背もたれ。
【請求項５】
　リブが背もたれシェルの頂部と底部との間の距離の大部分にわたって延びている、請求
項４記載の背もたれ。
【請求項６】
　背もたれシェルが、背もたれシェルを椅子の支持構造に取外し可能に取り付ける手段を
含む、請求項1記載の背もたれ。
【請求項７】
　背もたれシェルを取り付ける手段が、ヘッド付き留め具を受ける鍵穴状受け切欠きを含
む、請求項６記載の背もたれ。
【請求項８】
　背もたれシェルが、選択された外形の外周縁を有し、クッションが、裏面が該背もたれ
シェルに面する前面および裏面ならびに該背もたれシェルの外周縁に平行であり、背もた
れシェルから半径方向外側に、選択された距離だけ突き出ている外縁輪郭を有する弾性ク
ッション材料の層と、該クッション材料を覆う詰め物材料の層とを含む、請求項1記載の
背もたれ。
【請求項９】
　詰め物材料が、クッション材料の表面を覆い、かつ詰め物材料が、クッション材料の外
縁部の周りを覆い、クッション材料の裏側の外縁部に隣接する部分に位置し、かつクッシ
ョン材料の裏面に接着固定された縁部を有する、請求項８記載の背もたれ。
【請求項１０】
　詰め物材料の縁部が背もたれシェルに接着固定されて、クッションを背もたれシェルに
固定する、請求項９記載の背もたれ。
【請求項１１】
　背もたれシェルの外周縁が、背もたれシェルの残りの部分から前方に突き出て、詰め物
材料と背もたれシェルとの間の接着剤を背もたれシェルの範囲内に維持するリップを有す
る、請求項１０記載の背もたれ。
【請求項１２】
　リップが、背もたれシェルの残りの部分から0.07インチから0.09インチの範囲で突き出
ている、請求項１１記載の背もたれ。
【請求項１３】
　詰め物材料がクッション材料の表面に接着固定される、請求項９記載の背もたれ。
【請求項１４】
　接着剤が接触接着剤を含む、請求項１３記載の背もたれ。
【請求項１５】
　背もたれシェルの前面が選択された形状輪郭を有し、クッション材料が予め成形され、
それによって、クッション材料の裏面が背もたれシェルの前面の形状輪郭と相補的になる
、請求項８記載の背もたれ。
【請求項１６】
　詰め物材料がクッション材料の表面および外縁部の形状に合わせて予め成形される、請
求項１５記載の背もたれ。
【請求項１７】
　背もたれシェルが、0.135インチから0.190インチの範囲の厚さを有し、側断面において
、約30ポンドの力をかけることによって該側断面を約0.5インチの距離だけ撓むことがで
きるような可撓性を有する成形プラスチックで構成されている、請求項1記載の背もたれ
。
【請求項１８】
　背もたれシェルが、患者の肩甲骨を支持するように位置する両上縁部と、ヘッドレスト
を該両上縁部同士の間の領域に位置させることができるように押し込まれる、該両上縁部
同士間の中央頂部とを有する、請求項1記載の背もたれ。
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【請求項１９】
　中央部が剛性であり、選択された幅を有し、背もたれシェルが選択された幅の少なくと
も2倍の全側面間幅を有する、請求項1記載の背もたれ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、患者用椅子に関し、特に、患者にとって心地良く、オペレータにとって効率
的な椅子背もたれに関する。
【背景技術】
【０００２】
　現代の歯科用椅子は、椅子を上昇下降させ、椅子背もたれを傾ける機構を含んでいる。
患者は一般に、背もたれを直立させ、シートを心地良く座れるように上昇させて椅子を位
置決めしたときに椅子に座る。患者が椅子に座った後、歯科医または技術者（以下オペレ
ータ）は、患者を、治療を施すのに最も好都合な、オペレータによって選択された位置に
移動させるように椅子を操作する。多くの治療では、患者がより深い仰臥姿勢をとれるよ
うに椅子の背もたれが傾けられる。
【０００３】
　患者の心地良さは重要な要件である。椅子は、患者が椅子の位置にかかわらず、心地良
さを感じるように構成すべきである。設計上の他の重要な要件は、オペレータの操作位置
がオペレータにとってできるだけ好都合でかつ効率的であることである。
【０００４】
　現代の歯科治療では、オペレータは、歯科医であるか助手であるかにかかわらず、歯科
用椅子の背もたれに隣接するスツールに座ることが多く、患者を位置させるのに最も好都
合な位置は、患者の頭部がオペレータの膝のできるだけ近くになる位置である。したがっ
て、オペレータの脚を椅子の背もたれの下方に位置させることができ、かつオペレータの
脚が椅子背もたれの最小限の厚さだけ仰臥位の患者から離れるように、椅子背もたれはで
きるだけ薄い方が有用である。
【０００５】
【特許文献１】特開昭５８－１０９０５１号公報
【特許文献２】特開昭６３－１３００６５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、患者の心地良さおよびオペレータに対する利便性を向上させる、歯科用椅子
のような改良された患者用椅子を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の一局面として、椅子背もたれは、椅子が仰臥位置に移動させられたときに、患
者の背中が心地良く支持されるように構成される。
【０００８】
　本発明の椅子は、オペレータが椅子を最も好都合に使用できるオペレータの膝の近くに
隣接する位置に患者を傾けることができるようにする前後方向の断面を形成するように構
成される。
【０００９】
　本発明の他の局面は、患者の背もたれを適切に支持する実質的に剛性の中央部を有し、
しかも前部の方へ作用する力をかけることによって側部を選択された通常位置から前面の
方へ撓ませ、力をかけるのを止めたときに側部を通常位置に戻すのに十分な可撓性を持つ
側部を有する。これによって、背もたれを、側部がオペレータの脚に当たりそこに乗るこ
とができる位置に傾けることができ、側部の可撓性によって、椅子背もたれを必要に応じ
て下降させることができ、しかもオペレータに不快感を感じさせない。



(4) JP 4908747 B2 2012.4.4

10

20

30

40

50

【００１０】
　本発明の他の局面は、最小限の厚さを与えるように3つの層化要素で構成されたこのよ
うな椅子背もたれを提供することである。これらの要素には、背もたれシェルと、背もた
れシェルと重なり合うクッション層と、クッション層の外縁を覆い、クッション層の前側
部および縁部に接着され、さらに背もたれシェルに接着された外縁部を有する成形された
詰め物管カバリングが含まれる。
【００１１】
　本発明の他の局面は、患者の肩甲骨を良好に支持するのに十分な高さを持つ上縁部を有
するが、ヘッドレストをそのような上縁部同士の間に押し込まれる中央頂部を有する椅子
背もたれを提供することである。
【００１２】
　本発明の他の局面では、バックレストの上部は、概ね真っ直ぐな断面構成を有し、一方
、バックレストの、下部の領域は、患者の背中を心地良い位置で受ける概ね谷状の中央構
成と、椅子背もたれの中央線に実質的に垂直に延び、仰臥位の患者の腕を支持する、横方
向に延びる側部またはウィング部を有する。
【００１３】
　本発明の他の局面は、背もたれシェルが選択された前面形状輪郭および外周縁を持つ選
択された成形構成に形成された椅子背もたれと、背もたれシェルの表面構成と相補的な裏
面構成および背もたれシェルの外周縁に平行な外周縁を有する弾性材料のクッションと、
クッション材料の前面を覆う詰め物層であって、クッション材料の外縁の周りを覆い、か
つクッション材料の外縁の裏面に接着固定された外縁を有する詰め物層とを製造する方法
を提供することである。詰め物材料の、クッションを覆う縁部と、背もたれシェルとの間
に塗布される接着材料は、クッションおよび詰め物を背もたれシェルに固定する。したが
って、薄くかつ費用効果の高い患者用椅子が提供される。
【００１４】
　本発明に係る背もたれにおいては、（１）患者を概ね直立した座位から概ね仰臥位置ま
で移動させることのできる、患者用椅子の背もたれであって、
　前面、裏面、頂部、底部、互いに向かい合う第1および第2の外側面、該頂部に隣接する
領域から長手方向に、該底部に隣接する領域まで延びている中央部、ならびに該中央部か
ら横方向外側に該第1および第2の外側面まで延びており、患者の各部を仰臥位置に支持す
るのに十分な剛性を持つと共に、側部に作用する力をかけることによって側部を選択され
た通常位置から該前面の方へ撓ませ、力をかけるのを止めたときに該側部を該通常位置に
戻すのに十分な可撓性を持つ、互いに向かい合う側部を有する背もたれシェルと、
　該背もたれシェルの面を覆うクッションとを含む、背もたれであることを特徴とする。
【００１５】
　また、本発明に係る背もたれにおいては、（２）中央部が、概ね患者の脊椎に整合する
なだらかなS字形に形成される、上記(1)記載の背もたれであることを特徴とする。
【００１６】
　また、本発明に係る背もたれにおいては、（３）背もたれシェルの頂部に隣接する部分
が、側面から側面まで概ね真っ直ぐに延び、水平方向の中央領域の下の領域において、該
背もたれシェルは、該背もたれシェルの長手方向中央線に実質的に垂直に延びている第1
および第2の外側面に隣接する横方向外側に延びている部分を持つ谷状中心を有する、上
記(1)記載の背もたれであることを特徴とする。
【００１７】
　また、本発明に係る背もたれにおいては、（４）中央部が実質的に剛性であり、複数の
剛性リブを含む、上記(1)記載の背もたれであることを特徴とする。
【００１８】
　また、本発明に係る背もたれにおいては、（５）リブが背もたれシェルの長手方向に延
びている、上記(4)記載の背もたれであることを特徴とする。
【００１９】
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　また、本発明に係る背もたれにおいては、（６）リブが背もたれシェルの頂部と底部と
の間の距離の大部分にわたって延びている、上記(5)記載の背もたれであることを特徴と
する。
【００２０】
　また、本発明に係る背もたれにおいては、（７）背もたれシェルが、背もたれシェルを
椅子の支持構造に取外し可能に取り付ける手段を含む、上記(1)記載の背もたれであるこ
とを特徴とする。
【００２１】
　また、本発明に係る背もたれにおいては、（８）背もたれシェルを取り付ける手段が、
ヘッド付き留め具を受ける鍵穴状受け切欠きを含む、上記(7)記載の背もたれであること
を特徴とする。
【００２２】
　また、本発明に係る背もたれにおいては、（９）背もたれシェルが、選択された外形の
外周縁を有し、クッションが、裏面が該背もたれシェルに面する前面および裏面ならびに
該背もたれシェルの外周縁に実質的に平行であり、背もたれシェルから半径方向外側に、
選択された距離だけ突き出ている外縁輪郭を有する弾性クッション材料の層と、該クッシ
ョン材料を覆う詰め物材料の層とを含む、上記(1)記載の背もたれであることを特徴とす
る。
【００２３】
　また、本発明に係る背もたれにおいては、（１０）詰め物材料が、クッション材料の表
面を覆い、かつ詰め物材料が、クッション材料の外縁部の周りを覆い、クッション材料の
裏側の外縁部に隣接する部分に位置し、かつクッション材料の裏面に接着固定された縁部
を有する、上記(9)記載の背もたれであることを特徴とする。
【００２４】
　また、本発明に係る背もたれにおいては、（１１）詰め物材料の縁部が背もたれシェル
に接着固定されて、クッションを背もたれシェルに固定する、上記(10)記載の背もたれで
あることを特徴とする。
【００２５】
　また、本発明に係る背もたれにおいては、（１２）背もたれシェルの外周縁が、背もた
れシェルの残りの部分から前方に突き出て、詰め物材料と背もたれシェルとの間の接着剤
を背もたれシェルの範囲内に維持する、上記(11)記載の背もたれであることを特徴とする
。
【００２６】
　また、本発明に係る背もたれにおいては、（１３）リップが、背もたれシェルの残りの
部分から0.07インチから0.09インチの範囲で突き出ている、上記(12)記載の背もたれであ
ることを特徴とする。
【００２７】
　また、本発明に係る背もたれにおいては、（１４）詰め物材料がクッション材料の表面
に接着固定される、上記(10)記載の背もたれであることを特徴とする。
【００２８】
　また、本発明に係る背もたれにおいては、（１５）接着剤が接触接着剤を含む、上記(1
4)記載の背もたれであることを特徴とする。
【００２９】
　また、本発明に係る背もたれにおいては、（１６）背もたれシェルの前面が選択された
形状輪郭を有し、クッション材料が予め成形され、それによって、クッション材料の裏面
が背もたれシェルの前面の形状輪郭と実質的に相補的になる、上記(9)記載の背もたれで
あることを特徴とする。
【００３０】
　また、本発明に係る背もたれにおいては、（１７）詰め物材料がクッション材料の表面
および外縁部の形状に合わせて予め成形される、上記(16)記載の背もたれであることを特
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徴とする。
【００３１】
　また、本発明に係る背もたれにおいては、（１８）背もたれシェルが、0.135インチか
ら0.190インチの範囲の厚さを有し、側断面において、約30ポンドの力をかけることによ
って該側断面を約0.5インチの距離だけ撓むことができるような可撓性を有する成形プラ
スチックで構成されている、上記(1)記載の背もたれであることを特徴とする。
【００３２】
　また、本発明に係る背もたれにおいては、（１９）背もたれシェルが、患者の肩甲骨を
支持するように位置するように互いに向かい合う上縁部と、ヘッドレストを互いに向かい
合う上縁部同士の間の領域に位置させることができるように押し込まれる、該上縁部同士
間の中央頂部とを有する、上記(1)記載の背もたれであることを特徴とする。
【００３３】
　また、本発明に係る背もたれにおいては、（２０）中央部が実質的に剛性であり、選択
された幅を有し、背もたれシェルが選択された幅の少なくとも2倍の全側面間幅を有する
、上記(1)記載の背もたれであることを特徴とする。
【００３４】
　また、本発明に係る椅子においては、（２１）患者を概ね仰臥位置に配置するように傾
けることのできる椅子背もたれを有する患者治療用椅子において、
　近位端、遠位端、および前面を有し、支柱を概ね直立した位置から、そこから後方に傾
けられた位置まで移動できるようにする椅子上の機構に、その近位端の所で連結された細
長い支柱と、
　支柱の該前面に取外し可能に取り付けられた背もたれシェルであって、選択された形状
輪郭の前面、裏面、頂部、底部、互いに向かい合う第1および第2の外側面、該頂部に隣接
する領域から長手方向に、該底部に隣接する領域まで延びている中央部、ならびに該中央
部から横方向外側に該第1および第2の外側面まで延びており、患者の各部を仰臥位置に支
持するのに十分な剛性を持つと共に、側部に作用する力をかけることによって側部を選択
された通常位置から該前面の方へ撓ませ、力をかけるのを止めたときに該側部を該通常位
置に戻すのに十分な可撓性を持つ、互いに向かい合う側部を有する背もたれシェルと、
　該背もたれシェルの面を覆い、該背もたれシェルの前面の形状輪郭と概ね相補的な裏面
を有するクッションとを含む、椅子であることを特徴とする。
【００３５】
　また、本発明に係る椅子においては、（２２）中央部が、概ね患者の脊椎に整合するな
だらかなS字形に形成される、上記(21)記載の椅子であることを特徴とする。
【００３６】
　また、本発明に係る椅子においては、（２３）頂部は、側面から側面まで概ね真っ直ぐ
に延び、水平方向の中央領域の下の領域において、背もたれシェルは、該背もたれシェル
の長手方向中央線に実質的に垂直に延びている第1および第2の外側面に隣接する横方向外
側に延びている部分を持つ谷状中心輪郭を有する、上記(21)記載の椅子であることを特徴
とする。
【００３７】
　また、本発明に係る椅子においては、（２４）中央部が実質的に剛性であり、複数の剛
性リブを含む、上記(21)記載の椅子であることを特徴とする。
【００３８】
　また、本発明に係る椅子においては、（２５）リブが背もたれシェルの長手方向に延び
ている、上記(24)記載の椅子であることを特徴とする。
【００３９】
　また、本発明に係る椅子においては、（２６）リブが背もたれシェルの頂部と底部との
間の距離の大部分にわたって延びている、上記(25)記載の椅子であることを特徴とする。
【００４０】
　また、本発明に係る椅子においては、（２７）背もたれシェルが、背もたれシェルを支
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柱に取外し可能に取り付ける手段を含む、上記(21)記載の椅子であることを特徴とする。
【００４１】
　また、本発明に係る椅子においては、（２８）支柱が、該支柱の前部から突き出るヘッ
ド付き留め具を有し、背もたれシェルを取り付ける手段が、該ヘッド付き留め具を受ける
鍵穴状受け切欠きを含む、上記(27)記載の椅子であることを特徴とする。
【００４２】
　また、本発明に係る椅子においては、（２９）背もたれシェルが、選択された外形の外
周縁を有し、クッションが、裏面が該背もたれシェルに面する前面および裏面ならびに背
もたれシェルの外周縁に実質的に平行であり、背もたれシェルから半径方向外側に、選択
された距離だけ突き出ている外縁輪郭を有する弾性クッション材料の層と、該クッション
材料を覆う詰め物材料の層とを含む、上記(21)記載の椅子であることを特徴とする。
【００４３】
　また、本発明に係る椅子においては、（３０）詰め物材料が、クッション材料の表面を
覆い、かつ詰め物材料が、クッション材料の外縁部の周りを覆い、クッション材料の裏側
の外縁部に隣接する部分に位置し、かつクッション材料の裏面に接着固定された縁部を有
する、上記(29)記載の椅子であることを特徴とする。
【００４４】
　また、本発明に係る椅子においては、（３１）詰め物材料の縁部が背もたれシェルに接
着固定され、クッションを背もたれシェルに固定する、上記(30)記載の椅子であることを
特徴とする。
【００４５】
　また、本発明に係る椅子においては、（３２）背もたれシェルの外周縁が、背もたれシ
ェルの残りの部分から前方に突き出て、詰め物材料と背もたれシェルとの間の接着剤を背
もたれシェルの範囲内に維持する、上記(31)記載の椅子であることを特徴とする。
【００４６】
　また、本発明に係る椅子においては、（３３）リップが、背もたれシェルの残りの部分
から0.07インチから0.09インチの範囲で突き出ている、上記(32)記載の椅子であることを
特徴とする。
【００４７】
　また、本発明に係る椅子においては、（３４）詰め物材料がクッション材料の表面に接
着固定される、上記(30)記載の椅子であることを特徴とする。
【００４８】
　また、本発明に係る椅子においては、（３５）接着剤はシアノアクリレートを含む、上
記(31)記載の椅子であることを特徴とする。
【００４９】
　また、本発明に係る椅子においては、（３６）クッション材料が予め成形され、それに
よって、クッション材料の裏面が背もたれシェルの面と実質的に相補的になる、上記(29)
記載の椅子であることを特徴とする。
【００５０】
　また、本発明に係る椅子においては、（３７）詰め物材料がクッション材料の表面およ
び外縁部の形状に合わせて予め成形される、上記(36)記載の椅子であることを特徴とする
。
【００５１】
　また、本発明に係る椅子においては、（３８）背もたれシェルが、0.135インチから0.1
90インチの範囲の厚さを有し、側断面において、約30ポンドの力をかけることによって該
側断面を約0.5インチの距離だけ撓むことができるような可撓性を有する成形プラスチッ
クで構成されている、上記(21)記載の椅子であることを特徴とする。
【００５２】
　また、本発明に係る椅子においては、（３９）支柱上に取り付けられ、背もたれシェル
の頂部に対して上昇下降するヘッドレストをさらに含み、背もたれシェルの上部が、患者
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の肩甲骨を支持するように位置するように互いに向かい合う上縁部と、ヘッドレストを互
いに向かい合う上縁部同士の間の領域に位置させることができるように押し込まれる、該
上縁部同士間の中央頂部とを有する、上記(21)記載の椅子であることを特徴とする。
【００５３】
　また、本発明に係る椅子においては、（４０）中央部が実質的に剛性であり、選択され
た幅を有し、背もたれシェルが該選択された幅の少なくとも2倍の全側面間幅を有する、
上記(21)記載の椅子であることを特徴とする。
【００５４】
　また、本発明に係る背もたれにおいては、（４１）患者を概ね直立した座位から概ね仰
臥位置まで移動させることのできる、患者用椅子の背もたれであって、
　前面、裏面、頂部、底部、互いに向かい合う第1および第2の外側面、該頂部に隣接する
領域から長手方向に、該底部に隣接する領域まで延びている中央部、ならびに該中央部か
ら横方向外側に該第1および第2の外側面まで延びており、患者の各部を仰臥位置に支持す
るのに十分な剛性を持つが、該背もたれに隣接するオペレータの体に当たったときにある
程度前後方向に撓むのを可能にするのに十分な可撓性を持つ、互いに向かい合う側部を有
する背もたれシェルと、
　該背もたれシェルの面を覆うクッションであって、本質的に、前面および裏面を有し、
裏側が該背もたれシェルに面し、該背もたれシェルの外周縁に実質的に平行であるが、背
もたれシェルから半径方向外側に、選択された距離だけ突き出ている外縁輪郭を有する弾
性クッション材料の層と、該クッション層を覆う詰め物材料の層とから成り、該詰め物材
料が、該クッション材料の表面を覆い、かつ該詰め物材料が、該クッション材料の外縁部
の周りを覆い、クッション材料の裏側の部分に接触し、かつ該クッション材料の裏面に接
着固定された縁部を有し、該詰め物材料の該縁部が、該背もたれシェルに接着固定され、
該クッションを背もたれシェルに接着固定するクッションとを含む、背もたれであること
を特徴とする。
【００５５】
　また、本発明に係る方法においては、（４２）椅子背もたれを製造する方法であって、
　選択された形状輪郭の前面および選択された外形の外周縁を有する背もたれシェルを形
成する段階と、
　該背もたれシェルの該形状輪郭と実質的に相補的な選択された第1の形状輪郭の裏面、
ユーザを支持する第2の選択された形状輪郭を有する前面、および該背もたれシェルの外
周縁の該外形と実質的に同様で該外形よりもわずかに大きな、選択された外形の外周縁を
有するクッション材料の層を形成する段階と、
　該クッション材料の該前面を覆うようなサイズを有し、かつ該クッション材料の外周縁
の周りを覆うような輪郭を持つ外周縁部を有する詰め物材料の層を形成する段階と、
　該クッション材料の前面に該詰め物材料を固定し、該詰め物材料の外縁部が該クッショ
ン材料の裏面に結合しかつ固定されるように該クッション材料の外周縁の周りを該詰め物
材料の外縁部で覆う段階と、
　該詰め物材料の該縁部を該背もたれシェルに接着固定することによって該クッション材
料および詰め物材料を該背もたれシェルに固定する段階とを含む、方法であることを特徴
とする。
【００５６】
　また、本発明に係る方法においては、（４３）詰め物材料がクッション材料の第2の輪
郭と実質的に相補的な形状輪郭に予め成形される、上記(42)記載の方法であることを特徴
とする。
【００５７】
　また、本発明に係る方法においては、（４４）詰め物材料がプラスチック材料であり、
加熱し、かつクッション材料の第2の輪郭および外周縁の形状を有する型の周りにぴった
りと引き延ばすことによって、予め成形され、構成内の該詰め物材料の該外周縁部がクッ
ション材料の外周縁の周りを覆う、上記(43)記載の方法であることを特徴とする。
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【００５８】
　また、本発明に係る方法においては、（４５）詰め物材料がクッション材料の前面に接
着固定される、上記(42)記載の方法であることを特徴とする。
【００５９】
　また、本発明に係る方法においては、（４６）クッション材料および詰め物材料を背も
たれシェルに固定する唯一の手段が、該詰め物材料の周縁部を該背もたれシェルに接着固
定することによる、上記(42)記載の方法であることを特徴とする。
【００６０】
　また、本発明に係る方法においては、（４７）背もたれシェルが、頂部、底部、互いに
向かい合う第1および第2の外側面、該頂部に隣接する領域から長手方向に、該底部に隣接
する領域まで延びている実質的に剛性の中央部、ならびに該中央部から横方向外側に該第
1および第2の外側面まで延びており、椅子のユーザの各部を仰臥位置に支持するのに十分
な剛性を持つが、該側部に前後方向の一方に作用する力をかけることによって該側部の該
前後方向のある程度撓むのを可能にするのに十分な可撓性を持つ、互いに向かい合う側部
を有する、上記(42)記載の方法であることを特徴とする。
【００６１】
　また、本発明に係る方法においては、（４８）背もたれシェルの外周縁が、背もたれシ
ェルの残りの部分から前方に突き出て、詰め物材料と背もたれシェルとの間に塗布された
接着剤を背もたれシェルの範囲内に維持するリップが形成されている、上記(42)記載の方
法であることを特徴とする。
【００６２】
　また、本発明に係る方法においては、（４９）詰め物材料が接触接着剤を用いて背もた
れシェルに固定される、上記(42)記載の方法であることを特徴とする。
【００６３】
　本出願は、いずれも参照として本明細書に組み入れられる、2003年8月23日に出願され
た米国仮特許出願第60/498,918号および2004年5月26日に出願された米国特許出願第10/85
5,031号からの優先権を主張するものである。
【発明の効果】
【００６４】
　本発明により、患者の心地良さおよびオペレータに対する利便性を向上させる、歯科用
椅子のような改良された患者用椅子が提供される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００６５】
　図面を参照し、まず特に図1を参照すると、患者用椅子、特に、患者が治療または処置
中に支持される歯科用椅子が全体的に10で示されている。この椅子は、シート12、背もた
れ14、ヘッドレスト16、および操作機構18を含んでいる。操作機構は、椅子を上昇下降さ
せると共に、図3に点線で示されている椅子背もたれを実質的に直立した位置から、患者
が概ね仰向けになる仰臥位置になる図1および図3に示されているより傾いた位置または仰
臥位置に傾けることができる。椅子背もたれは実際には、図1および図3に示されているよ
りもさらに後方へ傾けることができる。ヘッドレスト16は、それを上下に、背もたれ14の
頂部に向かいかつ頂部から離れるように滑らせるのを可能にするステム20上に取り付けら
れている。
【００６６】
　図1には、歯科医または歯科医の助手（オペレータ）が椅子10に隣接して座るオペレー
タのスツール22も示されている。オペレータは、その膝が背もたれ14の一方の側部に隣接
するかまたはこの側部の下方に位置するように座り、椅子背もたれをオペレータの好都合
な位置まで下降させると、椅子背もたれの側部が実際にオペレータの膝に当たり、膝を少
し押すことができる。これは、患者をオペレータの膝に対してできるだけ低い位置に配置
し、オペレータのより好都合で有効な作業位置を確保するためである。
【００６７】
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　図4を参照すると、椅子背もたれは、3つの主要な構成部材を含んでいる。背もたれシェ
ル26、クッション層28、および詰め物層30がある。背もたれは、支柱34上に取外し可能に
取り付けられ、支柱は、椅子背もたれに取り付けられ、椅子の操作機構18によって椅子背
もたれをその直立位置と傾斜位置との間で傾かせまたは回転させるように操作される傾斜
アーム36に固定されている。
【００６８】
　図5～10を参照すると、図示の態様の背もたれシェル26は、前面26a、裏面26b、頂部26c
、底部26d、および互いに向かい合う外側面26e、26fを有する比較的薄い成形プラスチッ
ク材料である。背もたれシェルの外周縁は、概ね図5に示されている選択された外形を有
している。
【００６９】
　背もたれシェルは、組み立てられた製品では患者の肩甲骨を心地良く支持するのに十分
な高さを有する互いに向かい合う上縁部26g、26hを有している。上縁部26g、26h間の中央
頂部26iは、へこんでおり、ヘッドレスト16を受けるのに十分な幅を有しており、したが
って、ヘッドレストを患者の頭部を心地良く支えることが可能なほぼ背もたれに近い位置
まで下降させることができる。
【００７０】
　さらに説明すると、椅子背もたれは、広範囲の身長および体格の患者を良好に支持する
ように構成されている。上縁部26g、26hに隣接する肩甲骨支持領域は、非常に背の高い患
者の肩甲骨領域に揃うのに十分な高さを背もたれ上に有さなければならない。同時に、ヘ
ッドレストは、非常に背の低い患者の頭部に揃うほど下降できるようにしなければならな
い。したがって、上縁部26g、26hに隣接する高肩甲骨支持領域は、背の高い患者の肩甲骨
を支持し、一方、へこんだ中央頂部26iは、ヘッドレストを背の低い患者に心地良いヘッ
ドレストを形成する位置まで下降させるのを可能にする。
【００７１】
　背もたれシェルは実質的に剛性の中央部26jを有している。複数の実質的に平行な細長
い補強リブ40が、背もたれシェルの頂部に隣接する領域から中央部26j内の背もたれシェ
ルの底部に隣接する領域まで延びている。
【００７２】
　図6の側面図および図7Aの断面図を見ると分かるように、背もたれシェルの中央部は頂
部から底部まで延びる浅くなだらかなS字形構成を有している。これは、椅子に座ったユ
ーザを支持する快適な構成を与えるためである。
【００７３】
　背もたれシェルは、横方向外側に中央部26jの互いに向かい合う側面まで延び、傾斜位
置に配置されたときに患者の腕を支持するように位置させられる互いに向かい合う側部ま
たはウィング部26k、26lも有している。
【００７４】
　図8、図9、および図10に示されている断面図を見ると、背もたれが、その頂部の近くに
おいて実質的に直線状であり（図8）、その下方に短い距離を置いて湾曲し始め、背もた
れの前面上に浅い凹状湾曲部を形成する（図9に示されている）ことが分かる。
【００７５】
　概ね椅子の中央領域から始まり、そこから下方に進む領域では、背もたれシェルは、図
10に示されているように概ね谷状の構成を有している。椅子背もたれの谷状部は、患者が
背中を心地良くもたれかけられるような輪郭を有している。側部26k、26lは、谷状中央部
の前方に配置された実質的に共通の平面内を横方向外側に延び、背もたれシェルの中央線
に実質的に垂直な平面内に位置している。
【００７６】
　背もたれシェルは好ましくは、本明細書で必要とされる機能に必要な剛性および弾性の
所望の特性を有する合成樹脂材料、好ましくはプラスチックから成形することなどによっ
て、一体シート状部材として形成される。背もたれシェルは好ましくは、比較的薄く作ら



(11) JP 4908747 B2 2012.4.4

10

20

30

40

50

れるが、背もたれシェルの大部分にわたって実質的に一様な厚さを有している。好ましい
態様では、背もたれシェルは、所望の薄さおよび可撓性が得られるように厚さが平均で0.
135インチから0.190インチの範囲であり、好ましくは約0.187インチであるGeneral Elect
ric社のValox364で作ることのできる機能的に作られた幅の広い射出成形部分である。
【００７７】
　背もたれシェルの外周縁部全体に沿って突き出たリム44が延びている。このリムは、図
12に示されているように背もたれシェルの前面26aから前方に距離Xだけ突き出ている。こ
の距離Xは、0.07インチから0.09インチの範囲であり得る。
【００７８】
　以下に詳しく説明するように、ヘッド付き留め具を支柱34上に受けるための複数の鍵穴
状受け切欠きが、シェル26の裏側に形成されている。
【００７９】
　前述のように、中央部26jは実質的に剛性であり、患者の背中を実質的に支持する浅いS
字形構成を有している。側部26k、26lは、側部を、側部に作用する力をかけることによっ
て選択された通常位置から前面の方へ撓ませ、かつそのような力をかけるのを止めたとき
に側部を通常位置に戻すのに十分な可撓性および弾性を有している。このことは、図3に
最もよく示されている。背もたれシェルおよびそれに関連するクッション層および詰め物
層は、その通常位置または休止位置とみなされる状態で、図3に実線で示されている。側
部（ここでは26kとして示されている）は、側部に一方向に力がかけられたときに、矢印5
0、52によって示されているように前後方向に撓み可能である。このような力をかけるの
を止めると、側部はその通常の休止位置に戻る。
【００８０】
　したがって、使用時には、椅子背もたれをその傾斜位置までピボット運動させ、側部が
オペレータの脚または膝に接触できるようになったときに、側部に矢印50の方向に力をか
け、患者をオペレータに最も好都合な向きに配置するのを可能にし、しかもオペレータの
脚に不快な力がかからないように、側部を前方に、点線で26k'で示されている位置まで撓
ませる。
【００８１】
　図5に示されているように、背もたれシェルの中央部は全体的にW1で示されている幅を
有し、W2で示されている全幅を有している。W2は概ねW1の2倍以上である。側部26kおよび
26lの可撓性の一例として、背もたれシェルは、30ポンドの力をかけることによって26kな
どの側部を前方に矢印56の方へ、約0.5インチの距離にわたって撓ませるのに十分な可撓
性を有していいる。
【００８２】
　背もたれシェル26の前面26aは、図示したように選択された形状輪郭を有している。
【００８３】
　弾性材料の層であるクッション28は、予め成形された成形部品である。クッション28は
、背もたれシェルに密着するように背もたれシェルの前面26aの形状輪郭と概ね相補的な
裏面形状輪郭を有するように予め成形される。クッション28は、ユーザを心地良く支持す
るように構成された前面形状輪郭も有している。前面は概ね28aで示され、裏面は概ね28b
で示されている。クッションは、背もたれシェル26の外周縁部構成外形に実質的に平行で
あるが、背もたれシェルの外形よりもわずかに大きい周縁構成を有する外縁28cを有して
いる。クッションの寸法は、クッション材料が背もたれシェルに取り付けられたときに、
概ね図12に示されているように背もたれシェルのすべての外周縁から半径方向外側に距離
Yだけ延びるような寸法である。この距離Yは、0.25インチから0.5インチの範囲であって
よく、より好ましくは図示の態様では0.5インチであってもよい。
【００８４】
　詰め物カバリング30は、クッション材料の前面28aの形状輪郭構成に整合するように予
め成形された比較的薄いビニルまたは詰め物シェル材料で構成することができる。詰め物
層は、前面30aと、クッション28の裏面28bに係合することのできる部分30cを形成するよ
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うに折り返された縁部30bとを有している。縁部30cの幅は図12に「Z」で示されており、
約0.5インチから4.0インチの範囲であってよい。
【００８５】
　詰め物層は、図4および図12に示されている全体的な構成を有するようにビニル材料で
予め成形することができる。この予め成形される構成は、図11に示されている方法によっ
て設けることができる。ここでは、型フォーム56は、詰め物層が貼り付けられるクッショ
ン28の構成に概ね整合する表面56aおよび外縁部56bを有している。ビニル材料を加熱して
軟化させ、型フォーム56上に広げ、型フォーム56を真空引きして材料30をフォームにぴっ
たりと押し付ける。次いで、ビニルを冷却し、図示の全体的な構成に固化する。材料を線
48に沿って切断して裏縁部30cを形成し、そこから廃棄部30dを切断して廃棄する。
【００８６】
　椅子背もたれは、クッション材料の前面28aおよびその縁部28c、またはクッション層28
に係合する詰め物層30の内側表面全体または詰め物層とクッション層の両方に接着剤を塗
布することによって組み立てられる。次いで、クッション層を、図12に示されているよう
に予め成形された詰め物材料層に挿入し、それにクッションに面する部分30a、30b、およ
び30cのすべての内側表面の周りに接着する。使用される接着剤の一例は接触接着剤であ
ってよい。
【００８７】
　次いで、詰め物材料の縁部30cの、背もたれシェルの前面26aに面する後方を向いた面、
または背もたれシェルの、詰め物材料の部分30cに係合する表面に塗布する。次いで、組
み合わされたクッション層と詰め物層を背もたれシェルに押し付け、この組立体を詰め物
材料の縁部30cの領域に接着する。使用される接着剤はシアノアクリレートであってよい
。各部品を押し付けて、図12に示されているように接着すると、リム44は、余分な接着剤
が背もたれシェルの範囲から逃げるのを防止するように働く。
【００８８】
　上述の背もたれの構成は、背もたれを背もたれシェル、クッション層、および詰め物材
料のみで構成するのを可能にする。これによって、従来使用されている外装が不要になり
、したがって、背もたれをずっと薄くするのが可能になり、かつオペレータは、患者を治
療する際により良好な位置を確保することができる。
【００８９】
　図4を参照すると、支柱34は、背もたれシェル26の中央部の構成と概ね同様の外形構成
を有する形成済みの実質的に剛性の材料である。支柱は、背もたれシェルの方を向いた面
と、背もたれから離れる方を向いた裏側と、下方の端部すなわち近位端と、上方の端部す
なわち遠位端と、互いに向かい合う細長い側縁部とを有している。支柱34の下部すなわち
近位部は、傾斜アーム36の上部を受けるようになっており、ねじ付きボア64が形成されて
いる。傾斜アーム36を貫通してボア66が延びており、ボア66を通してねじ付き留め具を延
ばして支柱34上のボア64に受け入れ、支柱を傾斜アームおよび操作機構に固定することが
できる。
【００９０】
　支柱は、ヘッド付き留め具72を受けるようになっている他の4つのねじ付きボア70も有
している。ヘッド付き留め具は、ヘッドが外側に突き出るようにボア70にねじ込まれるね
じまたはボルトであってよい。支柱が傾斜アーム36上にしっかりと取り付けられ、ヘッド
付き留め具72がボア70に受け入れられた状態で、背もたれ14を支柱34上に容易にかつ取外
し可能に取り付けることができる。これは、留め具72のヘッドの上方に鍵穴状受け切欠き
46を配置し、背もたれを下向きに滑らせて、ヘッド付き留め具を切欠きのより小さい断面
の部分にヘッド付き留め具を係合させることによって行われる。
【００９１】
　支柱には、ヘッドレスト16上にステム20を受けるようになっている細長い直立管路76も
形成されている。必要に応じてヘッドレストの位置決めを可能にする適切な材料が管路内
に設けられている。
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【００９２】
　本発明の好ましい態様について説明したが、当業者には、特許請求の範囲に記載された
本発明の要旨から逸脱せずに変形および修正が可能であることが明らかであると思われる
。
【図面の簡単な説明】
【００９３】
【図１】本発明の態様による背もたれを有する患者の椅子の斜視図である。
【図２】椅子背もたれの拡大背面斜視図である。
【図３】椅子背もたれの側面図である。
【図４】椅子背もたれおよびその支持体の構成部品の分解図である。
【図５】椅子の一部を形成する背もたれシェルの拡大正面図である。
【図６】概ね図5の線6-6に沿った側面図である。
【図７】背もたれシェルの中央部の、図6の線7-7に沿った背面図である。
【図７Ａ】概ね図7の線7A-7Aに沿った断面図である。
【図８】概ね図5の線8-8に沿った断面図である。
【図９】概ね図5の線9-9に沿った断面図である。
【図１０】概ね図5の線10-10に沿った断面図である。
【図１１】装置の詰め物カバーを形成する方法の概略図である。
【図１２】組み立てられた椅子背もたれの縁部の拡大図である。
【符号の説明】
【００９４】
　１０　椅子、１２　シート、１４　背もたれ、１６　ヘッドレスト、１８　操作機構、
２０　ステム、２２　スツール、２６　背もたれシェル、２６ａ　背もたれシェル前面、
２６ｂ　背もたれシェル裏面、２６ｃ　背もたれシェル頂部、２６ｄ　背もたれシェル底
部、２６ｅ　背もたれシェル外側面、２６ｆ　背もたれシェル外側面、２６ｇ　背もたれ
シェル上縁部、２６ｈ　背もたれシェル上縁部、２６ｉ　背もたれシェル中央頂部、２６
ｊ　背もたれシェル中央部、２６ｋ　背もたれシェル側部、２６ｌ　背もたれシェル側部
、２８　クッション層、２８ａ　クッション層前面、２８ｂ　クッション層裏面、２８ｃ
　クッション層裏面外縁部、３０　詰め物層、３０ａ　詰め物層前面、３０ｂ　詰め物層
縁部、３０ｃ　詰め物層縁部、３０ｄ　詰め物層廃棄部、３４　支柱、３６　傾斜アーム
、４０　補強リブ、４４　リム、４６　鍵穴状受け切欠き、４８　線、５０　矢印、５２
　矢印、５６　型フォーム、５６ａ　型フォーム表面、５６ｂ　型フォーム外縁部、６４
　ボア、６６　ボア、７０　ボア、７２　ヘッド付き留め具、７６　直立管路。
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